
車 線 規 制 箇 所

国道７号 栗ノ木バイパスで、笹越橋の付替工事を行うため、笹越橋交差点
周辺の車線規制を実施します。通行される皆様にはご不便をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いいたします。
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栗ノ木道路事業

笹越橋交差点周辺の 車線規制 のお知らせ

くり の き
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１.日時：平成３０年 ４月５日(木)
～６月３０日(土)の終日

※気象条件等により日時が変更になる場合があります。

２.場所：国道７号栗ノ木バイパス

笹越橋交差点周辺（右図参照）

（新潟市中央区本馬越地先）

３.規制内容：
①下り線の笹越橋交差点手前で、

左側１車線を左折専用ﾚｰﾝに変更。
②下り線（紫竹山IC方面）３車線の

うち、左側１車線の通行を規制。

②左側１車線の
通行を規制します

①左折専用レーン
に変わります
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